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令和７年１月２８日に中央１丁目県道付近で発生いたしました、中川流域下水道管の破損
に起因すると思われる道路陥没事故により、地域の皆様には多大なるご不便、ご不安な思い
をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
復旧工事につきましては、地域の皆様へのご迷惑を最小限に抑えるよう、細心の注意を払

いながら、できるだけ速やかな復旧に努めてまいります。何卒、ご理解・ご協力を賜ります
ようお願いいたします。

■道路の復旧（県道の暫定２車線供用）について

道路陥没事故の影響で通行止めしている県道松戸草加線について、令和７年度末を目標に
暫定２車線で供用開始できるよう復旧工事を進めています。供用する暫定２車線のルートに
関しては工事箇所を避けるルートで検討しており、現在、県道の南側２車線で対面通行とな
るよう交通管理者と協議を進めております。
引き続き、暫定２車線となる範囲や交差する市道との接続等について、交通管理者と協議

しながら検討を進めてまいります。お示しできる段階になりましたら、説明する機会を設け
させていただきます。皆様には、ご不便ご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力いただき
ますようお願い申し上げます。

令和７年度末を目標

※これはイメージであり、暫定供用の範囲や市道との接続等は交通管理者との協議中です。
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■道路陥没事故に関する情報について
かわら版は、毎月２５日を目安に配布させていただく予定です。
今回は臨時にお知らせすることがありましたので配布しております。
また、埼玉県下水道局のホームページからもご確認いただけます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/c1502/news/nakagawa0128.html

■電話相談窓口（専用ダイヤル）
電話番号 ： ０４８－８３０－５９８８
時 間 ： 平日の午前９時から午後５時まで

新しい管（セグメント）を載せる構台 設置作業

■現場の状況について

破損した管内では、
新しい管（セグメン
ト）を載せるための構
台を設置しています。
また、マンホールか

ら破損した管への下水
の流入を抑えるために
壁を設置していますが、
完全には止水できてお
らず、現場では止水作
業とポンプでの汲み上
げ作業を行いながら工
事を進めております。
引き続き、地域の皆

様へのご迷惑を最小限
に抑えるよう、細心の
注意を払いながら、で
きるだけ速やかな復旧
に努めてまいります。
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■補償相談窓口
埼玉県八潮新都市建設事務所内
埼玉県下水道局現地対策本部補償担当
〒340-0812 八潮市中馬場52-2

■健康相談（八潮市実施）について
問い合わせ先 八潮市役所 健康福祉部

健康増進課（保健センター）
電話番号：０４８－９９５－３３８１ 
受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分
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